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１ 豊橋市の状況
(1) 豊橋市住⺠⼈⼝の推移

年月日 総人口 外国人 外国人割合 外国人1位 外国人２位 外国人３位 外国人４位 外国人５位

H31.1.1 377,303⼈ 17,219⼈ 4.7％ ブラジル
7,743⼈

フィリピン
3,511⼈

中国
1,476⼈

韓国朝鮮
1,336⼈

ベトナム
870⼈

H30.1.1 377,561⼈ 15,804⼈ 4.2％ ブラジル
6,955⼈

フィリピン
3,261⼈

韓国朝鮮
1,373⼈

中国
1,371⼈

ベトナム
728⼈

H29.1.1 378,018⼈ 14,738⼈ 3.9％ ブラジル
6,531⼈

フィリピン
2,947⼈

韓国朝鮮
1,416⼈

中国
1,378⼈

ペルー
701⼈

H28.1.1 378,485⼈ 14,079⼈ 3.7％ ブラジル
6,229⼈

フィリピン
2,759⼈

中国
1,467⼈

韓国朝鮮
1,434⼈

ペルー
706⼈

H20.1.1 385,137⼈ 20,428⼈ 5.3％ ブラジル
12,885⼈

韓国朝鮮
1,906⼈

フィリピン
1,758⼈

中国
1,548⼈

ペルー
1,016⼈
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１豊橋市の状況
(2) 平成30年度個⼈市⺠税 納税義務者・滞納者

科目 納税義務者 内外国人
納税義務者

外国人納税
義務者割合 収入率 滞納者 内外国人

滞納者
外国人

滞納者割合

現年課税分 208,062⼈ 7,220⼈ 3.5％ 98.7％ 4,781⼈ 996⼈ 20.8％

内普通徴収 53,855⼈ 2,877⼈ 5.3％ 94.3％ 4,781⼈ 996⼈ 20.8％

内年⾦特徴 26,364⼈ ̶ ̶ 100％ ̶ ̶ ̶

内特別徴収 127,844⼈ 4,343⼈ 3.4％ 99.9％ ̶ ̶ ̶

2

注）年度当初の外国⼈普通徴収2,221⼈、特別徴収4,999⼈



１豊橋市の状況
(3) 平成30年度個⼈住⺠税 公⽰送達・執⾏停⽌

項 目 全件数 内外国人件数 全件数に占める
外国人割合

外国人の
国外転出者

外国人に占める
国外転出者割合

公示送達 465⼈ 197⼈ 42.4％ 104⼈ 52.8％

執行停止
（現年分） 123⼈ 67⼈ 54.5％ 60⼈ 90.0％

執行停止
（過年分） 896⼈ 181⼈ 20.2％ 68⼈ 37.6％
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２特別徴収のさらなる推進

(1) 愛知県個⼈住⺠税特別徴収推進協議会
個⼈住⺠税の特別徴収推進強化「あいち２０１２」宣⾔（平成24年９月28日）
① 特別徴収を実施していない事業主の方への勧奨…県職員により継続中

平成24年度〜平成30年度の勧奨実績 12,839件
② 法⼈会・税理士会などの関係団体への依頼活動…事務局及び県推進員により実施
③ 特別徴収を実施していない事業主の方への地方税に定められた特別徴収税額の通知

…市町村により異なる（通知済・段階的実施中・実施予定有など）
④ ホームページ・広報誌などによる広報活動…概ね実施済
⑤ その他、特別徴収の推進施策の検討

愛知県特徴率 24年度76.05％ 29年度83.63％ 30年度84.14％
全国特徴率 24年度72.8％ 29年度83.2％

4



２特別徴収のさらなる推進
(2) オール東三河特別徴収徹底宣⾔！ 〜住⺠税は給与からの天引きで〜 （参考資料）

平成27年６月30日、東三河８市町村（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、
設楽町、東栄町、豊根村）合同で、市政記者（16社）に対して報道発表

東三河特徴率 24年度68.98％ 29年度84.33％ 30年度84.35％
豊橋市特徴率 24年度71.17％ 29年度83.37％ 30年度83.58％

豊橋市の普通徴収から特別徴収へ切替に向けての取組
① 特別徴収未実施の事業所に対してお知らせや電話での協力要請
② eLTAXチラシ及び特徴推進チラシを年末調整説明会等で配布及び送付（参考資料）
③ 切替理由の記載がない給与支払報告書は特別徴収
④ 普通徴収切替理由書等の様式の統一
⑤ 電子納税の案内
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３在留中の納税の実効性確保

(1) 納税通知書の送付
① 確定申告受付支援

豊橋市国際交流協会共催・東海税理士会豊橋支部の協力のもと、毎年２月上旬の
日曜日に外国⼈のための無料相談申告受付を開催

② 普通徴収納税通知書（参考資料）
納税通知書送付時に、ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語の４か国語のチラ
シ「市⺠税・県⺠税の納税について（支払方法、時期、出国の場合）」を同封

③ かんたんな税⾦のしおり（参考資料）
やさしい日本語版・ポルトガル語・スペイン語・英語・タガログ語をホームページ
と冊子を窓⼝に配置
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３在留中の納税の実効性確保

(2) 滞納者納税相談
① 通訳者の確保

納税課…ポルトガル語通訳１名 嘱託職員
多文化共生国際課…英語、ポルトガル語、タガログ語各１名 嘱託職員
全庁取組…外国語会話ができる職員の登録

② 多⾔語の催告書送付…英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語
③ 在留期間を意識した催告

催告書にビザ更新時に納税証明が必要と記載
④ 外国⼈受入企業、技能研修生受入団体との連携

多文化共生国際課・市⺠税課・納税課共同で帰国前に納税の必要性を説明
⑤ 外国⼈協会や団体と連携した啓発

協会等の協力で、SNSに休日納税相談日を発信
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３在留中の納税の実効性確保
(3) 転入・転出

① 転入届出時
案内文書…「所得・納税証明の必要な方は、１月１日現在で住⺠登録していた市

区町村役場の税務担当課へお尋ねください。」
② 転出届出時

案内文書…市税・国⺠健康保険税⼜は、その他の利⽤料等に未納のある方（未納
があるかもしれない方）
「納付⼜は納税相談（未納の有無の確認）をしてください。」

※国外転出の場合、現状では転出届を提出しないで出国してしまい、後日、法務省
からの通知により、国外転出扱いとしている。
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３在留中の納税の実効性確保
(4) 中⻑期在留者

① 特別徴収 法321の５②ただし書
給与所得者が６月１日から12月31日までの間に退職等によって給与の支払いを受け
ないこととなった場合で、その給与所得者に対して翌年の５月31日までの間に支払
われる予定の給与⼜は退職手当等が退職した月の翌月以降に徴収されるべき月割額
に相当する⾦額を超え、給与所得者から給与支払者に申出があったときは、未納分
の月割額の全額をその給与⼜は退職手当等から一度に徴収しなければならない。

豊橋市…静岡県⾃動⾞組⽴部品事業所（中⻑期在留者：主にブラジル⼈）
ただし書を準⽤して、徴収可能月まで徴収納付してもらっている。
普通徴収分の納付負担軽減につながる。
平成30年異動届出書47件 内12件について一部徴収（予定納税）

最近の傾向…入局管理局ビザ更新手続き時に、納税確認が強化されてきた。
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３在留中の納税の実効性確保
(5) 短期在留者

① 普通徴収
技能実習制度（短期在留者）が従事している業務
・個⼈経営農業…中国⼈、ベトナム⼈
・工事製造業等…タイ⼈、インドネシア⼈、フィリピン⼈、中国⼈、ベトナム⼈

※中国⼈の技能実習生は、租税条約により非課税となっている。

豊橋市…農業実習生は普通徴収
製造実習生は特別徴収、しかし、実習期間満了による退職後は普通徴収

◎技能実習生は期間満了とともに住⺠登録の手続き未届出まま帰国してしま
う。また、在留期間を税システムで管理していないこともあり、接触機会
がない上に、差押財産もないため徴収不可として執行停止処分をしている。
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４前年所得課税主義と現年度課税化
《あくまでも私見であることを御了承ください》

(1) 前年所得課税主義…指定技能の新設による外国⼈就労者増加に伴う収納対策
① 特徴一括徴収の強化（法321の５②ただし書の改正）⼜は繰上徴収（法13の２）

年末までに帰国退職する場合は、特別徴収義務者に一括徴収を義務化する。
② 納税証明書の添付（入管法の改正）

出国時（一時帰国を含む。）に納税証明書の提出⼜は提示を義務化する。
③ 準申告制度の設⽴（所得税申告に準ずる新設）

１月２日以降の退職帰国者に対する新年度課税分の申告納税を義務化する。
※個⼈住⺠税の例外…退職所得の課税の特例（法328）

④ 納税管理⼈指定（法300①②の改正）
確定申告の納税管理⼈を職権指定する。また、新年度分納付完了まで解除を認めない。
（例) 豊橋市…還付⾦額受領後に、「連絡不通のため」として解除届が提出される。

⑤ みなし納税管理⼈（総則⼜は市町村⺠税の新設）
短期在留資格の技能実習生等の雇⽤主に納税義務の継承を義務化する。
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４前年所得課税主義と現年度課税化
(2) 現年度課税化
① 所得税方式と市町村清算方式

収入率向上ととともに昨今の働き方改革による業務内容の簡略化を目指すため、AI、
RPA等を駆使して新たな課税体系を作り出すとともに、賦課期日の定義の見直しを含め、
マイナンバーカードと市区町村コードによる納付方法が可能となる納税システムを発展
させるなど特別徴収義務者、納税者及び住⺠税課税従事者の負担軽減と、住⺠にわかり
やすい地方税法に改正することが望ましい。

◎所得税、個⼈住⺠税、⾃治体による差異等…均等割と所得割による税額決定、減免制度、
住登外課税制度、納期の特例、所得税申告義務を要さない所得への賦課、所得税と異な
る所得控除、所得税と異なる所得申告（株式配当、株式譲渡等）、非課税の範囲（総務
省令で定める率）、超過課税⾃治体と所得割税率（指定都市）など
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参考資料 【ホームページ、冊子、チラシ】

特別徴収推進関連
・オール東三河特別徴収徹底宣⾔！ 〜住⺠税は給与からの天引きで〜 P14
・給与支払報告書提出時の留意点（お願い） P15
・電子納税サービスについて P15

外国⼈啓発関連
・市⺠税・県⺠税の納税について P16
・かんたんな税⾦のしおり P17,18
・税⾦カレンダー P19
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 給与支払報告書提出時の留意点（お願い） 

 
 
 

 

 
 

◆ 総括表の納税者情報には利用届出の基本情報を使用し、正確に入力してください。 

 

◆ 受給者のカナ氏名は、カナは半角、氏名は全角で入力し、氏と名の間にそれぞれ１文字分

のスペースを空けてください。 

   【 誤った入力例 】                    【 正しい入力例 】 
 ﾄﾖﾊｼﾀﾛｳ                       ﾄﾖﾊｼ ﾀﾛｳ 

豊橋太郎                      豊橋? 太郎 
 

 ﾄﾖﾊｼ   ﾀﾛｳ 
  豊橋□□太郎                    ※? は、１文字（カナは半角、 

氏名は全角）を表します。                            
 ﾄ ﾖ ﾊ ｼ ﾀ ﾛ ｳ 

  豊? 橋? 太? 郎  
 

 

 

 

 

 
◆ 事業所指定番号（市町村によって異なります）を入力してください。 

※ 豊橋市の指定番号は「４から始まる８桁の番号」です。 

 

◆ 普通徴収の表示が無いものは、すべて特別徴収となります。 

徴収区分の入力を忘れないようにしてください。 
 

 ※ 特別徴収ができない場合のみ、普通徴収にチェック（入力）し、普通徴収仕切紙に記載された 

「普Ａ」～「普Ｆ」の該当する記号を摘要欄に記載してください。 

 

※ 徴収区分の入力に誤りがあると、事業所様・ご本人（受給者）様への 

税額通知の遅れにつながりますのでご注意ください。 

 

 

 
 

 

 

 

ｅＬＴＡＸの利用時間 
８：３０～２４：００ 

（土日祝日、年末年始１２／２９～１／３は除く。） 

 

詳しい情報は、ホームページを 

ご覧ください。 

ｅＬＴＡＸについて 

http://www.eltax.jp/ 

マイナンバーについて（内閣府） 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 

 

電話によるお問い合わせは 

受付時間 ９：００～１７：００ 

（土日祝日、年末年始１２／２９～ 

１／３は除く。） 

０５７０－０８１４５９
ハ イ シ ン コ ク

 

（ヘルプデスク） 

０３－５５００－７０１０ 

（上記の番号がつながらない場合） 

豊橋市役所 

☆ このチラシの内容に関するお問合せ先 ☆ 

豊橋市役所 市民税課 個人市民税グループ 

?  ０５３２－５１－２２００ 

氏と名の間に空白がない。 

氏と名の間に空白が複数ある。 

カナ(氏名)の各文字間に空白がある。 

給与支払者の法人番号（個人事業主の場合は個人番号） 

および受給者、（源泉・特別）控除対象配偶者、扶養親族の 

マイナンバーの入力を忘れずにお願いします。 

 2018年10月 

電子納税サービスについて 
 

 

 

 

電子納税とは、ｅＬＴＡＸを利用し、市税の納付手続きを自宅やオフィスからインターネット

経由などで電子的に行うことができるサービスです。従来のように、納税のために金融機関の窓

口まで出向く必要がなくなります。 

 

豊橋市では、一部の税目（個人市民税・県民税（特別徴収分、退職所得）、法人市民税、事業

所税）で電子納税サービスを提供しています。 

利用可能な金融機関については、豊橋市ホームページにてご確認ください。 

 

 ☆  電 子 納 税 基 本 操 作 の 流 れ  ☆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人市民税・県民 

税（特別徴収分）の 

納付、法人市民税 

の見込み納付は② 

の方法で行います。 

平成 31（2019）年 10 月 1 日から地方税共通納税システムが稼働します。 
 

個人住民税（特別徴収分）などが複数の地方公共団体に対して、一度の操作で電子的に 

納税可能となります。 
※すべての地方公共団体へインターネットバンキングやダイレクト納付により納税が可能となる 

仕組みです。 

対象税目 ○事業所税 ○法人市民税 ○個人市民税・県民税（特別徴収分、退職所得） 
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